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(57)【要約】
【課題】強度などの機械的性質に優れると共に延伸率が
向上し、加工性が向上し、高収率で得られる高延伸アル
ミニウム合金を提供する。
【解決手段】アルミニウム系マトリックス；及び前記ア
ルミニウム系マトリックス内に固溶された非金属元素；
を含むアルミニウム合金であり、前記アルミニウム合金
の積層欠陥エネルギーは純粋アルミニウムの積層欠陥エ
ネルギーに比べて減少したアルミニウム合金を構成する
。
【選択図】図１ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム系マトリックス；及び
　前記アルミニウム系マトリックス内に固溶された非金属元素；を含むアルミニウム合金
であり、
　前記アルミニウム合金の積層欠陥エネルギーは、純粋アルミニウムの積層欠陥エネルギ
ーに比べて減少したアルミニウム合金。
【請求項２】
　前記非金属元素は、酸素及び窒素のうちの少なくともいずれか一つを含む、請求項１に
記載のアルミニウム合金。
【請求項３】
　前記非金属元素は、前記アルミニウム系マトリックスのアルミニウムに対して１重量％
の範囲内で固溶される、請求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項４】
　前記アルミニウム合金の前記積層欠陥エネルギーは１００ｍＪ／ｍ２未満の範囲内であ
る、請求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項５】
　前記アルミニウム系マトリックスの少なくとも一部に双晶界面又は部分電位を含む、請
求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項６】
　前記非金属元素は、前記非金属元素と金属異種元素の金属化合物のナノ粒子をアルミニ
ウム溶湯内に添加し、前記ナノ粒子を前記非金属元素と前記金属異種元素とに分解させ、
前記アルミニウム合金内に前記非金属元素が固溶される、請求項１に記載のアルミニウム
合金。
【請求項７】
　アルミニウム系マトリックスを提供するアルミニウム又はアルミニウム合金の溶湯を提
供する段階；
　前記溶湯内に非金属元素と金属異種元素の金属化合物のナノ粒子を添加する段階；
　前記ナノ粒子が前記金属異種元素と酸素又は窒素とに分解され、前記溶湯内に前記金属
異種元素と前記非金属元素を均一に分散させる段階；及び
　前記溶湯を冷却させ、前記非金属元素が前記アルミニウム系マトリックスの少なくとも
一部に固溶される段階；を含むアルミニウム合金の製造方法。
【請求項８】
　前記アルミニウム合金の前記積層欠陥エネルギーは１００ｍＪ／ｍ２以下である、請求
項７に記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項９】
　前記金属異種元素は、銅、鉄、亜鉛、チタン、マグネシウム又はこれらのうちの２以上
の混合物を含む、請求項７に記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項１０】
　前記非金属元素は、酸素及び窒素のうちの少なくともいずれか一つを含む、請求項７に
記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項１１】
　前記非金属元素は、前記アルミニウムに対して１重量％の範囲内である、請求項７に記
載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項１２】
　前記ナノ粒子の平均サイズは２０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内である、請求項７に記載の
アルミニウム合金の製造方法。
【請求項１３】
　アルミニウム系マトリックス；及び
　前記アルミニウム系マトリックス内に分散された析出化合物；を含み、
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　前記析出化合物は、アルミニウム、１種以上の遷移金属元素、及び１種以上の非金属元
素を含む化合物又は前記構成元素を含んで形成される化合物を含むアルミニウム合金。
【請求項１４】
　前記析出化合物の平均サイズは１０ｎｍ～１μｍの範囲内である、請求項１３に記載の
アルミニウム合金。
【請求項１５】
　前記遷移金属元素は、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、及びマンガン（Ｍｎ）のうちの少
なくともいずれか一つを含む、請求項１３に記載のアルミニウム合金。
【請求項１６】
　前記非金属元素は、前記アルミニウム合金内に過飽和され、酸素、窒素、及び炭素のう
ちの少なくともいずれか一つを含む、請求項１３に記載のアルミニウム合金。
【請求項１７】
　前記析出化合物は熱処理によって生成されたものである、請求項１３に記載のアルミニ
ウム合金。
【請求項１８】
　前記アルミニウム系マトリックスは、アルミニウム合金であり、
　前記アルミニウム合金の合金元素は、シリコン（Ｓｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、マグネシウム
（Ｍｇ）、及び銅（Ｃｕ）のうちの少なくともいずれか一つを含む、請求項１３に記載の
アルミニウム合金。
【請求項１９】
　アルミニウム及び第１遷移金属を含むアルミニウム合金の溶湯を提供する段階；
　前記溶湯内に、前記第１遷移金属と非金属元素との間の第１反応化合物、前記第１遷移
金属と異なる種類の第２遷移金属と前記非金属元素との間の第２反応化合物、及び非遷移
金属元素と前記非金属元素との間の第３反応化合物のうちの少なくともいずれか一つを含
む非金属元素含有前駆体を添加する段階；
　前記溶湯内で前記非金属元素含有前駆体を分解させ、前記溶湯内に前記非金属元素を過
飽和させる段階；
　前記溶湯を固化させることによって鋳造材を形成する段階；及び
　前記固化された鋳造材を熱処理し、アルミニウム系マトリックス内に分散されたアルミ
ニウム、遷移金属元素及び非金属元素の間の析出化合物を形成する段階；を含むアルミニ
ウム合金の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１遷移金属元素は、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）及びマンガン（Ｍｎ）のうちの
少なくともいずれか一つを含む、請求項１９に記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項２１】
　前記非金属元素は、酸素、窒素、及び炭素のうちの少なくともいずれか一つである、請
求項１９に記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項２２】
　前記第３反応化合物の前記非遷移金属元素は、アルミニウム（Ａｌ）、シリコン（Ｓｉ
）、マグネシウム（Ｍｇ）、及びタングステン（Ｗ）のうちの少なくともいずれか一つを
含む、請求項１９に記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項２３】
　前記非金属元素含有前駆体は、５ｎｍ～５０ｎｍの範囲内の平均直径を有する粉末形態
に前記溶湯内に添加される、請求項１９に記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項２４】
　前記非金属元素含有前駆体は、前記溶湯の全体重量に対して０．０１重量％～５．０重
量％の範囲内で添加される、請求項２３に記載のアルミニウム合金の製造方法。
【請求項２５】
　前記固化された鋳造材を熱処理する前に、前記固化された鋳造材を塑性加工して加工硬
化させる段階をさらに含む、請求項１９に記載のアルミニウム合金の製造方法。
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【請求項２６】
　前記熱処理は１２０℃～６００℃の範囲内で行われる、請求項１９に記載のアルミニウ
ム合金の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属材料に関し、より詳細には、高延伸又は高強度を有するように調節され
たアルミニウム及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、アルミニウム又はその合金は、アルミニウムの軽く且つ耐久性が大きい特性を
用いて多様な形状に製作可能であり、産業的な応用範囲が非常に広い材料である。アルミ
ニウム自体は強度が低いため容易に変形されるが、アルミニウム合金は、添加元素によっ
て強度が向上し、自動車又は航空機産業分野に適用可能な程度に高強度及び高信頼性を有
する。最近、前記アルミニウム合金は、その優れた機械的強度及び低い比重により、自動
車及び航空機分野はもちろん、建築、化学、ロボット及び電子製品などの多様な分野にも
その応用が拡大されている。
【０００３】
　最近、自動車、自転車、電気電子、又はロボット分野に使用される部品の開発のために
、高強度アルミニウム及びその製造方法に対する研究が活発に進められている。一般に、
アルミニウム系マトリックスに添加される元素の種類が多くなるほど強度や耐腐食性の向
上は期待できるが、アルミニウム材料の加工性の向上のための延伸率は改善されないか、
むしろ減少するという問題がある。
【０００４】
　また、一般に、低い強度を有する純粋アルミニウムの強度を向上させるために、純粋ア
ルミニウムにシリコン（Ｓｉ）、マグネシウム（Ｍｇ）、銅（Ｃｕ）、マンガン（Ｍｎ）
、又は亜鉛（Ｚｎ）などの添加元素を合金化し、アルミニウムマトリックス（ｍａｔｒｉ
ｘ）内の該当添加元素の固溶強化、又は化合物又は第２相の析出強化によって強度向上を
図る。前記アルミニウム合金は、熱処理による硬化の有無によって非熱処理合金と熱処理
合金とに区分することができる。前記非熱処理合金は、上述したように、シリコン、マグ
ネシウム又はマンガンなどの元素による第２相又は化合物による強化によってその強度が
改善される。前記非熱処理合金としては、代表的に、Ａｌ－Ｓｉ合金、Ａｌ－Ｍｇ合金、
及びＡｌ－Ｍｎ合金がある。
【０００５】
　前記熱処理合金は、合金元素の種類に応じてその強度が決定され得る。例えば、銅（Ｃ
ｕ）又は亜鉛（Ｚｎ）が添加されたアルミニウム合金は、温度が上がるほど添加元素の固
溶度が高くなり、時効（Ａｇｉｎｇ）処理によって析出物の形成による硬化を図ることが
できる。前記熱処理合金としては、Ａｌ－Ｃｕ合金、Ａｌ－Ｚｎ合金及びＡｌ－Ｍｇ－Ｓ
ｉ合金がある。しかし、前記熱処理合金の場合、その鋳造性や脆性を考慮しなければなら
ないので、添加する合金の元素に制約が伴う。アルミニウムに異種金属元素を追加し、金
属間化合物である析出物の形成によって強化されるアルミニウム合金は、従来の熱処理合
金に比べて追加的な強度向上を期待することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、強度などの機械的性質に優れると共に延伸率が向上
し、加工性が向上し、高収率で得られる高延伸アルミニウム合金を提供することにある。
【０００７】
　また、本発明が解決しようとする他の課題は、前記高延伸アルミニウム合金の製造方法
を提供することにある。



(5) JP 2017-150076 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

【０００８】
　また、本発明が解決しようとする更に他の課題は、アルミニウム合金で新しい反応化合
物を熱処理を通じて形成し、アルミニウム合金の効率的な強化メカニズムを提供すること
によって、アルミニウム合金の強度を向上できるアルミニウム合金を提供することにある
。
【０００９】
　また、本発明が解決しようとする他の課題は、前記利点を有するアルミニウム合金を容
易に製造できるアルミニウム合金の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するための本発明の一実施例に係るアルミニウム合金は、アルミニウム
系マトリックス；及び前記アルミニウム系マトリックス内に固溶された非金属元素；を含
み、積層欠陥エネルギーが純粋アルミニウムの積層欠陥エネルギーに比べて減少したもの
である。前記非金属元素は、酸素及び窒素のうちの少なくともいずれか一つを含み得る。
【００１１】
　前記非金属元素は、前記アルミニウム系マトリックスのアルミニウムに対して１重量％
の範囲内で固溶され得る。この場合、前記アルミニウム合金の積層欠陥エネルギーは１０
０ｍＪ／ｍ２未満の範囲内であり得る。
【００１２】
　前記アルミニウム合金は、前記アルミニウム系マトリックスの少なくとも一部に、双晶
界面又は部分電位を含み得る。前記非金属元素は、前記非金属元素と金属異種元素の金属
化合物のナノ粒子をアルミニウム溶湯内に添加し、前記ナノ粒子を前記非金属元素と前記
金属異種元素とに分解させ、前記アルミニウム合金内に前記非金属元素が固溶され得る。
【００１３】
　一実施例において、前記アルミニウム合金は冷間加工によって加工硬化され得る。また
、前記アルミニウム合金が冷間加工無しで時効処理されることも可能である。
【００１４】
　前記他の課題を解決するための本発明の一実施例に係るアルミニウム合金の製造方法は
、アルミニウム系マトリックスを提供するアルミニウム又はアルミニウム合金の溶湯を提
供する段階；前記溶湯内に非金属元素と金属異種元素の金属化合物のナノ粒子を添加する
段階；前記ナノ粒子が前記金属異種元素と酸素又は窒素とに分解され、前記溶湯内に前記
金属異種元素と前記非金属元素を均一に分散させる段階；及び前記溶湯を冷却させ、前記
非金属元素が前記アルミニウム系マトリックスの少なくとも一部に固溶される段階；を含
み得る。
【００１５】
　前記積層欠陥エネルギーは１００ｍＪ／ｍ２以下であり得る。前記非金属元素は、酸素
及び窒素のうちの少なくともいずれか一つを含み得る。また、前記非金属元素は、前記ア
ルミニウムに対して１重量％の範囲内であり得る。前記金属異種元素は、銅、鉄、亜鉛、
チタン、マグネシウム又はこれらのうちの２以上の組み合わせであり得る。
【００１６】
　前記ナノ粒子の平均サイズは２０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内であり得る。一部の実施例
において、前記非金属元素が固溶されたアルミニウム合金に対して冷間加工によって加工
硬化させる段階がさらに行われ得る。他の実施例において、前記非金属元素が固溶された
アルミニウム合金に対して冷間加工無しで人工時効処理させる段階がさらに行われること
も可能である。
【００１７】
　前記更に他の課題を解決するための本発明の一実施例に係るアルミニウム合金は、アル
ミニウム系マトリックス；及び前記アルミニウム系マトリックス内に分散された析出化合
物；を含む。前記析出化合物は、アルミニウム、１種以上の遷移金属元素、及び１種以上
の非金属元素を含む化合物又は前記構成元素を含んで形成される化合物を含み得る。



(6) JP 2017-150076 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

【００１８】
　一実施例において、前記析出化合物の平均サイズは１０ｎｍ～１μｍの範囲内であり得
る。前記遷移金属元素は、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、及びマンガン（Ｍｎ）のうちの
少なくともいずれか一つを含み得る。
【００１９】
　前記非金属元素は、前記アルミニウム合金内に過飽和され、酸素、窒素、及び炭素のう
ちの少なくともいずれか一つを含み得る。前記析出化合物は熱処理によって生成され得る
。
【００２０】
　また、前記アルミニウム系マトリックスはアルミニウム合金であり、前記アルミニウム
合金の合金元素は、シリコン（Ｓｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、マグネシウム（Ｍｇ）、及び銅（
Ｃｕ）のうちの少なくともいずれか一つを含み得る。また、一実施例において、前記アル
ミニウム合金は塑性加工によって加工硬化され得る。
【００２１】
　前記更に他の課題を解決するための本発明の一実施例に係るアルミニウム合金の製造方
法は、アルミニウム及び第１遷移金属を含むアルミニウム合金の溶湯を提供する段階；前
記溶湯内に、前記第１遷移金属と非金属元素との間の第１反応化合物、前記第１遷移金属
と異なる種類の第２遷移金属と前記非金属元素との間の第２反応化合物、及び非遷移金属
元素と前記非金属元素との間の第３反応化合物のうちの少なくともいずれか一つを含む非
金属元素含有前駆体を添加する段階；前記溶湯内で前記非金属元素含有前駆体を分解させ
、前記溶湯内に前記非金属元素を過飽和させる段階；前記溶湯を固化させることによって
鋳造材を形成する段階；及び前記固化された鋳造材を熱処理し、アルミニウム系マトリッ
クス内に分散されたアルミニウム、遷移金属元素及び非金属元素の間の析出化合物を形成
する段階；を含む。
【００２２】
　また、前記第１遷移金属元素は、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）及びマンガン（Ｍｎ）の
うちの少なくともいずれか一つを含み得る。前記非金属元素は、酸素、窒素、及び炭素の
うちの少なくともいずれか一つを含み得る。
【００２３】
　一実施例において、前記第３反応化合物の前記非遷移金属元素は、アルミニウム（Ａｌ
）、シリコン（Ｓｉ）、マグネシウム（Ｍｇ）、及びタングステン（Ｗ）のうちの少なく
ともいずれか一つを含み得る。前記非金属元素含有前駆体は、５ｎｍ～５０ｎｍの範囲内
の平均直径を有する粉末形態に前記溶湯内に添加され得る。
【００２４】
　前記非金属元素含有前駆体は、前記溶湯の全体重量に対して０．０１重量％～５．０重
量％の範囲内で添加され得る。また、前記固化された鋳造材を熱処理する前に、前記固化
された鋳造材を塑性加工して加工硬化させる段階がさらに行われ得る。前記熱処理は１２
０℃～６００℃の範囲内で行われ得る。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の実施例によると、アルミニウム系マトリックス内に非金属元素が固溶されなが
ら積層欠陥エネルギーを減少させ、延伸率が改善され、双晶又は部分電位を含む微細組織
によって強度が向上し、高強度の加工性が向上した高延伸アルミニウム合金を提供するこ
とができる。
【００２６】
　また、本発明の他の実施例によると、アルミニウム系マトリックスを提供するアルミニ
ウム又はアルミニウム合金の溶湯に金属異種元素の酸化物又は窒化物粒子を粉末形態に添
加し、積層欠陥エネルギーを減少させ、双晶及び／又は部分電位を発生させることによっ
て、上述した利点を有する高延伸アルミニウム合金を高収率で得られる高延伸アルミニウ
ム合金の製造方法を提供することができる。
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【００２７】
　また、本発明の更に他の実施例によると、アルミニウム系マトリックスにアルミニウム
－遷移金属－非金属元素で構成された化合物又はこれらの構成元素が含まれて形成された
化合物を熱処理によって析出させ、前記析出物がアルミニウムマトリックス内に均一に形
成され、前記析出化合物が電位と強く相互作用することによって、アルミニウム合金の強
度が著しく向上したアルミニウム合金を提供することができる。
【００２８】
　本発明の他の実施例によると、前記利点を有するアルミニウム合金を信頼性を有して製
造できるアルミニウム合金の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１ａ】本発明の一実施例に係るアルミニウム合金の微細構造を示す透過電子顕微鏡（
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ；ＴＥＭ）のイメ
ージである。
【図１ｂ】本発明の一実施例に係るアルミニウム合金の微細構造を示す透過電子顕微鏡（
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ；ＴＥＭ）のイメ
ージである。
【図２】本発明の一実施例に係る双晶又は部分電位を有するアルミニウム合金の積層欠陥
エネルギーを計算するためのＸ線回折分析結果を示すグラフである。
【図３ａ】本発明の実施例に係るアルミニウム合金の延伸率の測定結果を示す応力－びず
み線図である。
【図３ｂ】本発明の実施例に係るアルミニウム合金の延伸率の測定結果を示す応力－びず
み線図である。
【図３ｃ】本発明の実施例に係るアルミニウム合金の延伸率の測定結果を示す応力－びず
み線図である。
【図４】本発明の一実施例に係るアルミニウム合金の製造方法を説明するためのフローチ
ャートである。
【図５ａ】本発明の一実施例に係る熱処理によるアルミニウム系マトリックス内の析出化
合物を示す透過電子顕微鏡イメージである。
【図５ｂ】本発明の一実施例に係る熱処理によるアルミニウム系マトリックス内の析出化
合物を示す透過電子顕微鏡イメージである。
【図５ｃ】エネルギー分散Ｘ線分析（ｅｎｅｒｇｙ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ
　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ；ＥＤＳ）によって分析された前記析出化合物の成分を示す
グラフである。
【図６】比較実施例に係る非金属元素が過飽和されたアルミニウム合金鋳造材の熱処理前
の断面微細構造を示す走査電子顕微鏡イメージである。
【図７】本発明の一実施例に係るアルミニウム合金と比較例に係るアルミニウム合金の引
張強度の測定結果を示すグラフである。
【図８ａ】本発明の一実施例に係る析出化合物のアルミニウム合金の引張強度及び強度増
加程度を示すグラフである。
【図８ｂ】本発明の一実施例に係る析出化合物のアルミニウム合金の引張強度及び強度増
加程度を示すグラフである。
【図９】本発明の更に他の実施例に係る析出化合物を含むアルミニウム合金と比較例に係
るアルミニウム合金の引張強度の測定結果を示すグラフである。
【図１０】本発明の更に他の実施例に係る析出化合物を含むアルミニウム合金と比較例に
係るアルミニウム合金の引張強度の測定結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
【００３１】
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　本発明の各実施例は、当該技術分野で通常の知識を有する者に本発明をより完全に説明
するために提供されるものである。下記の実施例は、多くの他の形態に変形可能であり、
本発明の範囲が下記の実施例に限定されることはない。むしろ、これらの実施例は、本開
示をより充実且つ完全にし、当業者に本発明の思想を完全に伝達するために提供されるも
のである。
【００３２】
　また、図面において、各層の厚さやサイズは、説明の便宜及び明確性のために誇張され
たものであり、図面上の同一の符号は同一の要素を称する。本明細書で使用された「及び
／又は」という用語は、該当の列挙された項目のうちのいずれか一つ及び一つ以上の全て
の組み合わせを含む。
【００３３】
　本明細書で使用された用語は、特定実施例を説明するために使用されるものであり、本
発明を制限するためのものではない。本明細書で使用された単数の形態は、文脈上、他の
場合を明らかに指摘するものでない限り、複数の形態を含み得る。また、本明細書で使用
される「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」及び／又は「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」とい
う用語は、言及した形状、数字、段階、動作、部材、要素及び／又はこれらのグループの
存在を特定するものであり、一つ以上の他の形状、数字、動作、部材、要素及び／又はグ
ループの存在又は付加を排除するものではない。
【００３４】
　本発明の実施例に係るアルミニウム合金は、アルミニウム系マトリックス内に非金属元
素が固溶された組織を有する。アルミニウム系マトリックスは、純粋アルミニウム又はア
ルミニウム合金で形成された基地を称する。前記アルミニウム合金では、アルミニウムの
結晶相と関連するピーク以外に、アルミニウムと非金属元素との間の反応による化合物に
関する如何なるピークも表れないＸ線回折分析結果から、前記アルミニウム合金は、前記
非金属元素が前記アルミニウム系マトリックスに固溶された固溶体であることを裏付ける
ことができる。これと関連しては、製造されたアルミニウム系マトリックスに対して広い
領域にわたるＸ線回折分析（ＸＲＤ）及びＸ線光電子分光法（ＸＰＳ）を通じて確認され
た。また、これらの分析結果を通じては、後述する図２のＸＲＤ結果（曲線アズキャスト
（Ａｓ－ｃａｓｔ）参照）に示したように、純粋なアルミニウム結晶構造のみが検出され
た。
【００３５】
　前記非金属元素は、酸素及び窒素のうちの少なくともいずれか一つを含み得る。前記非
金属元素は、アルミニウムに対して１重量％以下の範囲内で固溶され得る。前記非金属元
素がアルミニウムに対して１重量％を超える場合は、アルミニウム合金の酸化が優先的に
発生するため固溶が難しくなり、その結果、前記アルミニウム合金の伸張率は減少するよ
うになる。
【００３６】
　前記アルミニウム合金にはアルミニウム以外の金属異種元素が含まれ得る。前記金属異
種元素は、銅、鉄、亜鉛、チタン及びマグネシウムのうちの少なくともいずれか一つを含
み得る。前記金属異種元素は４重量％以下の範囲内で固溶され得る。また、前記金属異種
元素は、アルミニウム系マトリックス内に置換型又は侵入型の方式で固溶され得るが、本
発明がこれに限定されることはない。一実施例において、アルミニウム、前記金属異種元
素及び非金属異種元素の原子サイズ及び結晶構造を考慮すると、前記金属異種元素は主に
置換型方式で固溶され、前記非金属異種元素は主に侵入型方式で固溶され得る。
【００３７】
　本発明の実施例に係る固溶体であるアルミニウム合金は、鋳造工程を用いて製造され得
る。一実施例において、前記アルミニウム合金の製造は、アルミニウム又はアルミニウム
合金の溶湯を提供する段階によって開始され得る。例えば、純粋なアルミニウムを電気溶
解炉を用いて加熱することによって前記溶湯が提供され得る。
【００３８】
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　前記アルミニウム系マトリックス内に固溶される非金属元素を提供するために、前記溶
湯内に前記金属異種元素の酸化物粒子又は窒化物粒子を前記溶湯内に添加することができ
る。前記酸化物粒子又は窒化物粒子は、２０ｎｍ～１００ｎｍの平均サイズ（又は直径）
を有することができる。前記粒子の平均サイズが１００ｎｍを超える場合は、前記金属異
種元素の酸化物粒子又は窒化物粒子が分解されないか、アルミニウム系マトリックス内で
均一な分散が難しいため第２相を形成することが容易になり、非金属元素の固溶体を形成
することが難しくなる。前記粒子の平均サイズが２０ｎｍ未満である場合は、前記粒子間
の引力によってアルミニウムマトリックス内への均一な分散が難しくなり、その結果、第
２相が形成されたり、固溶が難しくなる。
【００３９】
　前記金属異種元素は、銅、鉄、亜鉛、チタン、マグネシウム又はこれらのうちの２以上
の混合物であり得る。前記酸化物粒子又は窒化物粒子は、例えば、酸化銅粉末、酸化鉄粉
末、酸化亜鉛粉末、酸化チタン粉末、酸化マグネシウム粉末、窒化銅粉末、窒化鉄粉末、
窒化亜鉛粉末、窒化チタン粉末、窒化マグネシウム粉末自体であるか、これらのうちの２
以上の混合物粉末であり得る。これらから選ばれた粉末を、前記非金属元素の固溶率であ
るアルミニウムに対して１重量％以下の範囲になるように前記溶湯内に添加することがで
きる。前記溶湯内に添加された前記粉末の均一な混合のための撹拌工程が行われ得る。
【００４０】
　前記溶湯は、前記添加された酸化物粒子又は窒化物粒子が分解可能な温度に維持され得
る。例えば、前記溶湯は５００℃～１，０００℃の範囲に維持されながら、前記添加され
た粒子が均一に分解され得るように前記添加された粒子と共に撹拌され得る。この過程で
、前記粒子は、前記金属異種元素と非金属元素とに分解されて前記溶湯内に均一に分散さ
れ、その結果、アルミニウム系マトリックス内に前記金属異種元素と前記非金属元素が固
溶され得る。一実施例において、この段階で、前記金属異種元素と前記非金属元素の固溶
が完全に行われることも可能である。又は、他の実施例において、前記非金属元素の固溶
は、後続する追加的な熱処理工程によって完全に達成されることも可能である。
【００４１】
　前記金属異種元素と前記非金属異種元素が溶湯内に均一に分散された後、これを冷却さ
せることによってアルミニウム鋳造材を形成する。他の実施例において、前記鋳造材に対
して高温で人工時効処理する段階がさらに行われることによってアルミニウム鋳造材が形
成されることも可能である。前記人工時効処理はアルミニウム合金の強度を増加させるこ
とができる。
【００４２】
　他の実施例において、前記アルミニウム鋳造材に対して塑性変形工程を行うことによっ
てアルミニウム加工材を形成することができる。前記塑性変形工程は冷間加工であり得る
が、前記塑性変形工程を通じて前記アルミニウム鋳造材の加工硬化が起こり得る。前記塑
性変形工程は、圧延又は押出によって行われ得る。しかし、このような工程は例示的なも
のに過ぎないので、本発明がこれに限定されることはなく、変形をもたらす適切な圧縮又
はせん断応力を提供可能な如何なる工程も行われ得る。前記塑性変形工程を通じて、後述
する双晶界面又は部分電位が誘導されることも可能である。
【００４３】
　更に他の実施例において、前記アルミニウム鋳造材に対して、又は前記アルミニウム加
工材に対して熱処理が行われ得る。前記熱処理は、目的に応じて温度範囲が分けられ得る
が、固溶のための熱処理は４００℃～５００℃の範囲内で行われ、人工時効のための熱処
理は、非制限的な例として、１２０℃～１８０℃の範囲内で、例えば、６時間～２４時間
にわたって行われ得る。熱処理を経たアルミニウム熱処理材は、熱処理後にも前記のよう
な微細構造、強度及び延伸率を全て維持する特性を有することができる。
【００４４】
　本発明者等は、前記のように製造されたアルミニウム鋳造材、加工材又は熱処理材に対
して構造分析及び延伸率に対する評価を行い、その結果、アルミニウム鋳造材、加工材又
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は熱処理材の全てにおいて双晶界面及び部分電位の存在を確認した。また、酸素又は窒素
の固溶によるアルミニウム合金の積層欠陥エネルギーの著しい減少及びそれによる延伸率
の向上という注目に値する特性を得た。
【００４５】
　図１ａ及び図１ｂは、本発明の一実施例に係るアルミニウム合金の微細構造を示す透過
電子顕微鏡（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ；Ｔ
ＥＭ）分析のイメージである。
【００４６】
　図１ａ及び図１ｂを参照すると、前記アルミニウム合金は、金属異種元素として亜鉛と
非金属元素として酸素が固溶されたアルミニウム鋳造材である。上述したように、アルミ
ニウムに対して１重量％以下の範囲内である約０．５重量％の酸素がアルミニウム系マト
リックス内に固溶された。前記酸素の固溶のために酸化亜鉛粉末を前記アルミニウム溶湯
内に添加し、前記亜鉛粉末を溶湯内で分解・混練させた。
【００４７】
　前記アルミニウム合金は、両側の格子が対称をなす双晶界面（ｔｗｉｎ　ｂｏｕｎｄａ
ｒｙ、図１ａの黄色の矢印で示す）又は部分電位（図１ｂの黄色の矢印で示す）を有する
ことが確認される。前記双晶界面は、両側の結晶粒の間に界面を挟んで、いずれか一側の
原子が反対側の原子と鏡面のような対称的な配列を有する構造である。前記双晶界面は、
上述した機械的な塑性過程又は塑性変形後の時効処理を通じて生成され得る。
【００４８】
　前記酸素の固溶による積層欠陥エネルギーの減少によってアルミニウム合金の延伸率が
向上すると同時に、前記双晶界面は、減少した積層欠陥エネルギーと共に電位が伝播する
スリップ作用を効果的に妨害し、材料の強度を高める機転を提供する。その結果、本発明
の実施例に係るアルミニウム合金は、延伸率の向上によって加工性が向上すると同時に、
機械的強度が向上する。
【００４９】
　図２は、本発明の一実施例に係る双晶又は部分電位を有するアルミニウム合金の積層欠
陥エネルギー（ＳＦＥ）を測定するためのＸ線回折分析結果を示すグラフである。積層欠
陥エネルギーを計算する方法として、Ｘ線回折分析結果から積層欠陥エネルギーを計算す
る方法を選び、本発明の実施例に係るアルミニウム合金の積層欠陥エネルギーを測定した
。
【００５０】
　図２を参照すると、鋳造状態の（Ａｓ－ｃａｓｔ）鋳造材アルミニウム合金に対して約
５％の微小変形を誘導し、ピークの移動及び／又はピークのサイズの変化から積層欠陥エ
ネルギー（ＳＦＥ）を評価した。下記の式１～式４で要求されるそれぞれの定数を文献（
２０１４年版Ｓｃｒｉｐｔａ　Ｍａｔｅｒｉａｌｉａ紙のボリューム９２、２３頁～２６
頁の著者Ｌｅｅ等の「Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｎｉｔｒｏｇｅｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　
ｓｔａｃｋｉｎｇ　ｆａｕｌｔ　ｅｎｅｒｇｙ　ｉｎ　Ｆｅ－１５Ｍｎ－２Ｃｒ－０．６
Ｃ－ｘＮ　ｔｗｉｎｎｉｎｇ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｐｌａｓｔｉｃｉｔｙ　ｓｔｅｅｌｓ」
題下の論文、及び２０１２年版Ｐｈｙｓｉｃａ　Ｂ．ボリューム４０７、４５３０頁～４
５３６頁の著者Ｏｕｙａｎｇ等の「Ｔｈｅｒｍｏｄｙｎａｍｉｃ　ａｎｄ　ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ＦｅＡｌ　ａｎｄ　Ｆｅ　Ａｌ：ａｎａｔｏｍｉｓ
ｔｉｃ　ｓｔｕｄｙ　ｂｙ　ＥＡＭ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ」という題下の論文参照）、
及び１９７４年版Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．ボリューム４５、４７０５頁の著者Ｒ．Ｐ．
Ｒｅｅｄ及びＲ．Ｅ．Ｓｃｈｒａｍｍの「Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅｔｗｅｅｎ　
ｓｔａｃｋｉｎｇ－ｆａｕｌｔ　ｅｎｅｒｇｙ　ａｎｄ　ｘ－ｒａｙ　ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔｓ　ｏｆ　ｓｔａｃｋｉｎｇ－ｆａｕｌｔ　ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｍ
ｉｃｒｏｓｔｒａｉｎ」題下の論文の開示事項と実験的に得られた結果から計算され得る
。
【００５１】
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【数１】

【００５２】
　ここで、θ２００は、アルミニウム結晶面（２００）のブラッグ（Ｂｒａｇｇ）角度で
、θ１１１は、アルミニウム結晶面（１１１）のブラッグ角度で、Ｐｓｆは積層欠陥確率
である。前記θ２００は式２によって決定され、前記θ１１１は式３によって決定され得
る。
【００５３】

【数２】

【００５４】
　ここで、θ２００

ｃｗは、５％変形が誘導されたサンプルの結晶面（２００）のブラッ
グ角度で、２θ２００

ＡＮＮは、アニーリングされたサンプルの結晶面（２００）のブラ
ッグ角度である。２θ２００は、結晶面（２００）で表れる相対的なＸ線ピークの移動値
になる。
【００５５】

【数３】

【００５６】
　ここで、θ１１１

ＣＷは、５％変形が誘導されたサンプルの結晶面（１１１）のブラッ
グ角度で、２θ１１１

ＡＮＮは、アニーリングされたサンプルの結晶面（１１１）のブラ
ッグ角度である。２θ１１１は、結晶面（１１１）で表れる相対的なＸ線ピークの移動値
になる。
【００５７】

【数４】

【００５８】
【数５】

【００５９】
　式４において、Ｋ１１１ω０の値は、５．４（上記の「Ｔｈｅｒｍｏｄｙｎａｍｉｃ　
ａｎｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ＦｅＡｌ　ａｎｄ　Ｆｅ　Ａ
ｌ：ａｎａｔｏｍｉｓｔｉｃ　ｓｔｕｄｙ　ｂｙ　ＥＡＭ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ」とい
う題下の論文参照）、Ｇ（１１１）は、せん断応力であって、アルミニウムの場合は約２
４．３６６７ＧＰａである。ａ０は格子定数であって、約０．４０４９５ｎｍである。Ａ
は、ベクトル定数であって、アルミニウムの場合は２．８５７１である。ε２

５０は、マ
イクロ変形（ｍｉｃｒｏ　ｓｔｒａｉｎ）であって、Ｘ線回折分析で該当面に対する強さ
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でその値が決定される値である。式５のＣ４４、Ｃ１１、Ｃ１２は、材料の弾性定数（ｅ
ｌａｓｔｉｃ　ｃｏｎｓｔａｎｔ）であって、下付き添字の数字は、それぞれ与えられる
応力方向を示す。
【００６０】
　純粋アルミニウムの積層欠陥エネルギーは約１６２ｍＪ／ｍ２であるが、本発明の実施
例に係るアルミニウム合金の場合は、前記積層欠陥エネルギーが約１／３倍程度に減少し
たことが分かる。前記積層欠陥エネルギーは、その添加される金属異種元素及び非金属異
種元素の種類又は添加量に応じて１００ｍＪ／ｍ２未満の範囲内で適宜調節され得る。特
異的に、本発明の実施例に係るアルミニウム合金では、双晶界面及び部分電位のうちの少
なくともいずれか一つの種類の欠陥が表れる。上述した鋳造材のみならず、酸素又は窒素
が制限的に固溶された本発明の実施例に係るアルミニウム合金の加工材及び熱処理材の場
合にも、前記積層欠陥エネルギーが１００ｍＪ／ｍ２の範囲内で適宜調節され得る。
【００６１】
　表１は、純粋なアルミニウムの積層欠陥エネルギーに対する本発明の実施例に係る鋳造
材、加工材及び熱処理材であるアルミニウム合金の測定された積層欠陥エネルギーを示す
。純粋アルミニウムのみならず、Ａｌ６０６１合金及びＡ３５６合金においても、本発明
の実施例によると、積層欠陥エネルギーの注目に値する減少が表れる。前記Ａｌ６０６１
合金及びＡ３５６合金は例示的であり、本発明がこれに限定されることはない。例えば、
ＡＬ１０５０、ＡＬ１０６０、ＡＬ１０７０、ＡＬ２０１１、ＡＬ２０２４、ＡＬ３００
３、ＡＬ４０３２、ＡＬ５０５２、ＡＬ５０５２、ＡＬ６０６３、又はＡＬ７０７５など
のＡＬ１ｘｘｘｘ～ＡＬ７ｘｘｘ系列の他のアルミニウム合金においても、酸素又は窒素
の固溶を通じてアルミニウム合金の延伸率向上が可能である。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　前記積層欠陥エネルギーの減少は、前記双晶と部分電位の生成を容易にし、強度を確保
しながらも延伸率を向上できるようにする。
【００６４】
　図３ａ～図３ｃは、それぞれ本発明の実施例に係る互いに異なる組成のアルミニウム合
金の延伸率の測定結果を示す応力－びずみ線図である。
【００６５】
　図３ａを参照すると、本発明の実施例に係る鋳造材である酸素が固溶されたアルミニウ
ム合金（曲線アズキャスト（Ａｓ－ｃａｓｔ）　Ａ３５６－Ｏ参照）の延伸率は、比較実
施例である鋳造材（曲線アズキャスト（Ａｓ－ｃａｓｔ）　Ａ３５６参照）の延伸率に比
べて１００％まで増加する。このような延伸率の増加は、本発明の実施例に係る積層欠陥
エネルギーの減少に起因する。
【００６６】
　図３ｂを参照すると、本発明の実施例に係る熱処理材である酸素が固溶されたアルミニ
ウム合金（曲線処理（Ｔｒｅａｔｅｄ）　Ａ３５６－Ｏ参照）の延伸率は、比較例である
熱処理されたアルミニウム合金（曲線処理（Ｔｒｅａｔｅｄ）　Ａ３５６参照）の延伸率
に比べて１００％まで増加する。また、このような延伸率の向上と共に、比較例に比べて
引張強度（Ｍ）が３０％以上向上する。このような引張強度の向上は、積層欠陥エネルギ
ーの減少と共に、これに伴う双晶界面及び／又は部分電位によるものである。
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【００６７】
　図３ｃを参照すると、本発明の実施例に係る加工材であるＡ３５６合金（曲線処理（Ｔ
ｒｅａｔｅｄ）　Ａ３５６－Ｏ参照）合金においても、酸素が固溶されることによって、
添加されていない合金に比べてその引張強度が３０％ほど増加し、延伸率も１００％以上
増加した。
【００６８】
　このように減少した積層欠陥エネルギーは、アルミニウム合金の延伸性を向上させ、ア
ルミニウム合金の加工性を向上させることができる。前記アルミニウム合金は、鋳造材に
限定されるものではなく、上述した加工材又は熱処理材のいずれにおいても同一に延伸率
の向上という効果を得ることができる。
【００６９】
　本発明の更に他の実施例において、前記アルミニウム合金は、アルミニウム合金マトリ
ックス内に析出化合物が分散された組織を有することができる。前記析出化合物は、アル
ミニウム、遷移金属元素、非金属元素及びこれらの構成元素が含まれて形成できる化合物
を意味する。前記アルミニウムマトリックスは、純粋アルミニウム又は従来のアルミニウ
ム合金で形成された基地を称する。前記アルミニウム合金は、後述する鋳造工程を用いて
製造され得る。
【００７０】
　図４は、本発明の一実施例に係るアルミニウム合金の製造方法を説明するためのフロー
チャートである。
【００７１】
　図４を参照すると、本発明の一実施例において、アルミニウム合金の溶湯が提供され得
る（Ｓ１０）。前記溶湯は、アルミニウム合金を電気溶解炉を用いて加熱することによっ
て提供され得る。前記溶湯の加熱温度は６５０℃～８５０℃の範囲内であり得る。前記溶
湯の加熱温度は例示的であり、溶湯内のアルミニウム合金及び／又は前記アルミニウム合
金内の不純物の組成に応じて適切な温度が決定され得るので、本発明がこれに限定される
ことはない。
【００７２】
　前記アルミニウム合金は、アルミニウムに固溶可能な全ての合金元素を含むことができ
る。一実施例において、前記合金元素は遷移金属を含み得る。例えば、前記遷移金属は、
スカンジウム（Ｓｃ）、イットリウム（Ｙ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、
バナジウム（Ｖ）、クロム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）
、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、亜鉛（Ｚｎ）又はこれらのうちの少なくとも２以上を含み得
る。一実施例において、前記遷移金属は、好ましくは、周期律表上の４周期の６族～８族
元素である、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、及びマンガン（Ｍｎ）のうちの少なくともい
ずれか一つを含み得る。更に他の実施例において、前記合金元素は、上述した前記遷移金
属と共に、シリコン（Ｓｉ）、マグネシウム（Ｍｇ）、タングステン（Ｗ）、カルシウム
（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、ベリリウム（Ｂｅ）などの非遷移金属元素をさらに
含み得る。また、前記アルミニウム合金は、前記遷移金属を含有する既成合金であり得る
。例えば、前記既成合金としては、Ｆｅが０．２～０．３の重量比で含まれたＡ３５６合
金又はＦｅが０．５～０．７の重量比で含まれたＡ６０６１合金がある。
【００７３】
　本明細書では、上述した遷移金属のうち、溶湯形態に提供される出発物質としてアルミ
ニウム合金内に実際に含まれた種類の遷移金属を第１遷移金属と称し、前記アルミニウム
合金内に含まれていない遷移金属であると共に、前記第１遷移金属と異なる種類の遷移金
属を第２遷移金属と称することにする。例えば、出発物質である前記アルミニウム溶湯内
に合金元素として遷移金属であるクロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）及びマンガン（Ｍｎ）が含
有されている場合、本明細書で前記アルミニウム溶湯自体に予め含有された前記クロム（
Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）及びマンガン（Ｍｎ）は第１遷移金属と称し得る。一実施例において
、第１遷移金属を予め含むアルミニウム溶湯内に、第１遷移金属のうちの少なくともいず
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れか一つと非金属元素の化合物の粉末を前記アルミニウム溶湯内に添加し、これから鋳造
材を形成した後、熱処理を通じてアルミニウム系マトリックス内に前記第１遷移金属のう
ちの少なくともいずれか一つを含む３元析出化合物を形成することができる。他の実施例
においては、前記アルミニウム溶湯内に前記第１遷移金属が予め含まれているので、非遷
移金属と非金属元素の化合物の粉末を前記アルミニウム溶湯内に添加し、鋳造材を形成し
た後、熱処理を通じてアルミニウム系マトリックス内にアルミニウム、第１遷移金属及び
非金属元素を含む３元析出化合物を形成することができる。
【００７４】
　他の実施例において、前記アルミニウム溶湯内にクロム（Ｃｒ）及び鉄（Ｆｅ）のみが
含有され、マンガン（Ｍｎ）が存在していない場合、前記第１遷移金属はクロム（Ｃｒ）
及び鉄（Ｆｅ）であり、前記アルミニウム溶湯に含有されていないマンガン（Ｍｎ）は第
２遷移金属と称し得る。第２遷移金属は、後述するように、前記アルミニウム溶湯内に前
記第２遷移金属と非金属元素の化合物の粉末を添加し、鋳造材を形成した後、熱処理を通
じてアルミニウム系マトリックス内に前記第１遷移金属及び第２遷移金属のうちの少なく
ともいずれか一つを含む３元析出化合物を形成することができる。
【００７５】
　更に他の実施例において、前記アルミニウム溶湯内に何ら遷移金属も存在しない場合、
前記第２遷移金属と非金属元素の化合物の粉末を前記アルミニウム溶湯内に添加し、鋳造
材を形成した後、熱処理を通じてアルミニウムマトリックス内に前記第２遷移金属を含む
３元析出化合物を形成することもできる。
【００７６】
　前記アルミニウム溶湯内に、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）及び炭素（Ｃ）のうちの少なくと
もいずれか一つを含む非金属元素含有前駆体が添加されて混合され得る（Ｓ２０）。その
後、前記添加された非金属元素含有前駆体は、前記溶湯内で分解され、前記溶湯内に前記
非金属元素が過飽和され得る（Ｓ３０）。前記非金属元素含有前駆体は、前記第１遷移金
属と前記非金属元素との間の化合物である第１反応化合物、及び前記第１遷移金属と異な
る種類の遷移金属である前記第２遷移金属と前記非金属元素との間の化合物である第２反
応化合物であり得る。更に他の実施例において、前記非金属元素含有前駆体は、非遷移金
属元素と前記非金属元素との間の化合物である第３反応化合物であることも可能である。
【００７７】
　一実施例において、前記アルミニウム溶湯内に、アルミニウム合金元素として第１遷移
金属である亜鉛（Ｚｎ）が存在する場合、前記第１反応化合物は、第２遷移金属である、
例えば、クロムを含む酸化物（ＣｒＯ）であり得る。また、前記第１反応化合物を含む非
金属含有前駆体が前記アルミニウム溶湯内に添加され得る。更に他の例において、前記非
金属元素含有前駆体は、非遷移金属元素である、例えば、シリコンを含有するシリコン酸
化物（ＳｉＯ）などの第３反応化合物を含むことも可能である。アルミニウム溶湯内に既
に第１遷移金属が存在する場合は、前記非金属元素含有前駆体として前記第３反応化合物
を使用し、鋳造化されたアルミニウム系マトリックス内にアルミニウム、第１遷移金属及
び非金属元素の３元析出化合物を形成することもできる。
【００７８】
　また、前記溶湯内に、合金元素として亜鉛、チタン、銅、及び鉄などの遷移金属が含ま
れていない場合、前記非金属含有前駆体は、第２遷移金属と非金属元素の化合物である第
２反応化合物であって、亜鉛酸化物（ＺｎＯ）、チタン酸化物（ＴｉＯ）、銅酸化物（Ｃ
ｕＯ）、鉄酸化物（ＦｅＯ）、銅窒化物（ＣｕＮ）、鉄窒化物（ＦｅＮ）、亜鉛窒化物（
ＺｎＮ）、チタン窒化物（ＴｉＮ）、マグネシウム窒化物（ＭｇＮ）又はこれらの混合物
を含む非金属含有前駆体が前記アルミニウム溶湯内に添加され得る。これらは例示的なも
のに過ぎなく、本発明がこれに限定されることはない。
【００７９】
　更に他の実施例において、前記非金属元素含有前駆体は、遷移金属ではない非遷移金属
元素と非金属元素との間の第３反応化合物であり得る。例えば、前記第３反応化合物は、
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非遷移金属元素である、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、シリコン（Ｓｉ
）、又はタングステン（Ｗ）と前記非金属元素との間の反応化合物である、アルミニウム
酸化物（ＡｌＯ）、アルミニウム窒化物（ＡｌＮ）、マグネシウム酸化物（ＭｇＯ）、シ
リコン酸化物（ＳｉＯ）、シリコン炭化物（ＳｉＣ）、シリコン窒化物（ＳｉＮ）、タン
グステン酸化物（ＷＯ）、タングステン酸化物（ＷＮ）又はこれらの混合物であり得るが
、これは例示的なものに過ぎなく、本発明がこれに限定されることはない。また、前記非
金属元素含有前駆体である、前記第１～第３反応化合物は、単独で又は少なくとも２種以
上が互いに混合されて前記溶湯内に添加されることも可能である。
【００８０】
　一実施例において、前記非金属元素含有前駆体は、比表面積が大きく、高温分解が容易
に可能になるように粉末形態に提供され得る。例えば、前記非金属元素含有前駆体は、５
ｎｍ～５０ｎｍの範囲内の平均直径を有することができる。前記非金属元素含有前駆体の
平均直径が５０ｎｍ以上である場合は、非金属元素含有前駆体の分解が難しくなり、後述
する析出化合物の形成が難しくなり得る。上述した第１反応化合物と第２反応化合物は、
単独で又は互いに混合されて溶湯内に添加されることも可能である。
【００８１】
　一実施例において、前記非金属元素含有前駆体は、溶湯の全体重量に対して０．０１重
量％～５．０重量％の範囲内で混合され得る。前記非金属元素含有前駆体の混合量が０．
０１重量％未満である場合は、アルミニウム合金の溶湯内で非金属元素が過飽和されにく
く、その反対に、前記非金属元素含有前駆体の混合量が５．０重量％を超える場合は、ア
ルミニウムマトリックスの全体にわたって３個の成分であるアルミニウム－遷移金属－非
金属元素の間の均一な組成を有する析出化合物の形成が難しくなり、むしろ過量の非金属
元素含有前駆体が溶湯内に存在する場合、遷移金属と非金属元素との間の反応化合物又は
アルミニウムと非金属元素との間の反応化合物などの第２相の生成が促進され得る。前記
非金属元素は、前記非金属元素含有前駆体の組成範囲内で、常温基準でアルミニウム系マ
トリックスのアルミニウムに対して過飽和が可能になるように固溶限界値を超えて混合さ
れ得る。
【００８２】
　前記非金属元素が均一に混合され、過飽和された前記溶湯が固化されることによって鋳
造材を形成する（Ｓ４０）。前記溶湯の固化は、前記溶湯を冷却させることによって達成
され得る。
【００８３】
　その後、固化された鋳造材を熱処理し、前記アルミニウム－遷移金属元素－非金属元素
の間の３元反応化合物を析出させ、前記アルミニウム系マトリックス内に均一に分散され
た析出化合物を形成する（Ｓ５０）。前記３元反応化合物の遷移金属元素は、少なくとも
１種以上の遷移金属元素を含み得る。例えば、アルミニウム－亜鉛－酸素の間の３元反応
化合物であるか、前記亜鉛以外に又は前記亜鉛に取って代わって、他の遷移金属である鉄
、クロム、スカンジウム、マンガン又は２種以上の金属元素が含有されることも可能であ
る。これらの化合物は例示的であり、本発明がこれに限定されることはない。また、前記
３元反応化合物の非金属元素も、少なくとも１種以上の非金属元素を含み得る。例えば、
アルミニウム－亜鉛－酸素の間の３元反応化合物であるか、非金属元素である前記酸素以
外に又は前記酸素に取って代わって、他の非金属元素である窒素、炭素又はこれらの全て
を含むことも可能である。
【００８４】
　前記析出化合物は、後述する図４の説明から分かるように、ナノサイズの結晶粒であり
、１０ｎｍ～１ｖｍの平均サイズを有することができる。前記析出化合物のサイズが１０
ｎｍ未満である場合は、アルミニウム合金内に形成される電位との強い相互作用が不可能
であり、強度向上に寄与することができなく、前記析出化合物のサイズが１ｖｍを超える
場合は、むしろ脆性を有するので、強度向上に寄与することができない。
【００８５】
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　前記３元反応化合物である析出化合物は、後述するように、固化のための冷却過程で形
成されるよりは、熱処理を通じて前記アルミニウム系マトリックス内で安定的に形成され
る。その結果、本発明の実施例によると、前記析出化合物は、非熱処理合金に比べて偏析
や凝集現象無しでアルミニウム系マトリックス内で均一に形成され得る。
【００８６】
　前記熱処理は、１２０℃～６００℃の範囲内で行われ得る。熱処理温度が１２０℃未満
である場合は、反応化合物の析出が起こらないおそれがあり、熱処理温度が６００℃を超
える場合は、アルミニウム系マトリックスが溶融され、析出化合物が生成されるとしても
、これらが互いに凝集され、均一に分散されたアルミニウム合金組織を得ることができな
い。
【００８７】
　一実施例において、前記熱処理は、単一又は少なくとも２以上の加熱段階を含み得る。
例えば、固化された結果物を５４０℃で１２時間、及び１６０℃で８時間にわたって熱処
理することができる。前記温度範囲及び時間は例示的であり、前記析出化合物の凝集及び
偏析が起こらない条件で適宜選択され得る。
【００８８】
　一実施例において、前記熱処理する前に、鋳造材を塑性加工して加工硬化させる段階が
さらに行われることも可能である（Ｓ４５）。前記塑性加工は、圧延、押出、引抜、又は
鍛造などの塑性変形を通じて行われ得る。前記塑性加工は、熱間工程又は冷間工程であり
得るが、本発明がこれに限定されることはない。例えば、前記塑性加工は、溶体化処理後
、冷間加工無しで人工時効処理されることも可能である。前記塑性加工を通じて、上述し
た析出化合物が前記アルミニウム系マトリックス内で追加的に形成されたり、前記析出化
合物が変形によって生成された電位と強い相互作用をすることによってアルミニウム合金
の強度がさらに向上し得る。
【００８９】
　下記の各実施例は、特定実験例に関するものであるが、これは、本発明を限定するため
のものではなく、例示のための代表的な実施例であり、遷移金属が共通的に有する電気的
、化学的及び物理的特性から実験例以外の実施例も本発明に含まれる。
【００９０】
　実験例
　アルミニウム合金、第１遷移金属として鉄及び非遷移金属であるシリコンを含むアルミ
ニウム合金（例、Ａ３５６合金）を電気加熱炉を用いて溶解させることによって溶湯を形
成する。その後、非金属元素含有前駆体として、平均サイズが５ｎｍ～５０ｎｍの範囲内
である３０ｎｍの亜鉛酸化物粒子又は粉末を前記溶湯内に添加して分解させた。前記亜鉛
酸化物粒子は、前記溶湯の全体重量％に対して０．０１重量％～５．０重量％の範囲内で
ある約１重量％又は１．５重量％だけ投入して撹拌した。前記アルミニウム合金の溶湯内
に非金属元素を過飽和させ、これをそのまま固化させ、非金属元素である酸素が過飽和さ
れたアルミニウム合金の鋳造材を形成した。その後、前記鋳造材に対して標準Ｔ６熱処理
を行った。
【００９１】
　図５ａ及び図５ｂは、本発明の一実施例に係る熱処理によるアルミニウム系マトリック
ス内の析出化合物を示す透過電子顕微鏡イメージであり、図５ｃは、エネルギー分散Ｘ線
分析（ｅｎｅｒｇｙ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ；
ＥＤＳ）によって分析された前記析出化合物の成分を示すグラフである。図３は、比較実
施例に係る非金属元素が過飽和されたアルミニウム合金鋳造材の熱処理前の断面微細構造
を示す走査電子顕微鏡イメージである。
【００９２】
　図５ａ及び図５ｂに示したアルミニウム合金は、本発明の実施例によって約１．５ｗｔ
．％だけＺｎＯ前駆体が添加されて形成されたアルミニウム合金鋳造材に対して、５４０
℃で１２時間、１６０℃で８時間にわたってＴ６熱処理をした後の析出化合物が形成され
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たアルミニウム合金である。前記析出化合物を含むアルミニウム合金の変形挙動を観察す
るために、前記アルミニウム合金を約１５％程度に引張変形させた後で透過電子顕微鏡で
観察した。本発明の実施例に係る析出化合物（ＮＰ）が電位（ＤＬ）と強い相互作用をす
ることを確認することができる。
【００９３】
　図５ｃを参照すると、前記析出化合物は、アルミニウム－鉄－酸素の３種類の元素から
なることが分かる。このとき、シリコンは、溶湯内に存在するアルミニウム合金から由来
する成分であり、前記析出化合物の組成とは関係ない。前記析出化合物は、従来のアルミ
ニウム合金から析出されないアルミニウム－遷移金属－非金属元素の間の新しい反応化合
物であり、アルミニウムマトリックスと非常に友好的な界面を形成し、アルミニウムマト
リックス内の電位と強い相互作用をすることによって強度を向上できることが分かる。
【００９４】
　図６を参照すると、明るい針状構造はアルミニウム合金内のシリコン相であり、暗い領
域はアルミニウム系マトリックスである。前記アルミニウム鋳造材に対して熱処理段階が
行われていないので、アルミニウム系マトリックス内で観察可能な程度のサイズを有する
本発明の実施例に係る析出化合物は観察されない。
【００９５】
　図７は、本発明の一実施例に係るアルミニウム合金と比較例に係るアルミニウム合金の
引張強度の測定結果を示すグラフである。
【００９６】
　図７を参照すると、本発明の実施例に係るアルミニウム合金は、Ａ３５６合金の溶湯に
ＺｎＯの前駆体粉末を添加することによって鋳造材を形成し、これを熱処理して製造され
たものである。比較例のアルミニウム合金は、前記アルミニウム溶湯に前駆体粉末を添加
せずに鋳造材を形成し、同一の条件で熱処理して製造されたものである。本発明の実施例
に係るアルミニウム合金（実線曲線）は、比較例に係るアルミニウム合金（点線曲線）に
比べて約３５％以上に引張強度が向上することが分かる。
【００９７】
　図８ａ及び図８ｂは、それぞれ本発明の一実施例に係る析出化合物の多様な組成による
アルミニウム合金の引張強度及び強度増加程度を示すグラフである。
【００９８】
　図８ａ及び図８ｂを参照すると、例として、７ｗｔ．％のシリコン及び０．３ｗｔ．％
のマグネシウムを含むアルミニウムマトリックス内に遷移金属であるマンガン（曲線ｂ）
、チタン（曲線ｃ）、鉄（曲線ｄ）及びクロム（曲線ｅ）をそれぞれ含有する析出化合物
が形成された多様なアルミニウム合金において、遷移金属が含まれていない比較例に係る
アルミニウム合金（曲線ａ）に比べて、いずれも強度向上が得られることを確認すること
ができる。特に、クロム又は鉄含有析出化合物を有するアルミニウム合金において強度向
上を得ることができ、マンガン含有析出化合物を有するアルミニウム合金においても引張
強度向上を得ることができる。
【００９９】
　図９は、本発明の更に他の実施例に係る析出化合物を含むアルミニウム合金と比較例に
係るアルミニウム合金の引張強度の測定結果を示すグラフである。
【０１００】
　図９を参照すると、本発明の実施例に係るアルミニウム合金は、Ａｌ－Ｓｉ（７ｗｔ．
％）－Ｍｇ（０．３ｗｔ．％）－Ｆｅ（０．３ｗｔ．％）－Ｓｒ（０．１ｗｔ．％）のア
ルミニウム合金溶湯に１．０ｗｔ．％のＺｎＯの前駆体粉末を添加し、析出化合物を含有
するアルミニウム合金である。これと異なり、比較例に係るアルミニウム合金は、前記ア
ルミニウム合金溶湯に非金属元素含有前駆体であるＺｎＯを添加せずに鋳造材を形成し、
これを熱処理して得られたアルミニウム合金であり、前記析出化合物が欠けたアルミニウ
ム合金である。本発明の実施例に係るアルミニウム合金（実線曲線）は、比較例に係るア
ルミニウム合金（点線曲線）に比べて約２２％の降伏強度向上を示すことが確認された。



(18) JP 2017-150076 A 2017.8.31

10

20

【０１０１】
　図１０は、本発明の更に他の実施例に係る析出化合物を含むアルミニウム合金（実線曲
線）と比較例に係るアルミニウム合金の引張強度の測定結果を示すグラフである。
【０１０２】
　図１０を参照すると、実線で表示された本発明の実施例に係るアルミニウム合金は、Ａ
ｌ－Ｓｉ（２ｗｔ．％）－Ｍｇ（１．０ｗｔ．％）－Ｍｎ（０．３ｗｔ．％）のアルミニ
ウム溶湯に約２．０ｗｔ．％のＺｎＯの前駆体粉末を添加することによって鋳造材を形成
し、９０％圧延による塑性段階を通じて再結晶化した後、熱処理して製造されたアルミニ
ウム合金である。比較例に係るアルミニウム合金は、前記アルミニウム溶湯に前記前駆体
粉末を添加せずに鋳造材を形成し、前記塑性段階を行った後、熱処理して製造されたアル
ミニウム合金である。本発明の実施例に係るアルミニウム合金は、比較例に係るアルミニ
ウム合金に比べて約１３％の降伏強度向上を示す。
【０１０３】
　上述したように、本発明の実施例に係るアルミニウム－遷移金属－非金属元素の間の析
出化合物を含むアルミニウム合金は、鋳造工程及び熱処理工程を用いて製造され得る。上
述した実験例は例示的なものに過ぎなく、本発明がこれに制限されることはない。例えば
、非金属元素である前記酸素と類似する程度の安定した３成分系反応化合物を形成可能な
非金属元素である窒素及び炭素の場合にも、アルミニウム系マトリックス内で均一に析出
化合物を形成し、アルミニウム合金の強度を向上できることを理解しなければならない。
【０１０４】
　上述した各実施例は、積層欠陥エネルギーの制御又は遷移金属を含む析出化合物によっ
てアルミニウム合金の物性を改善及び改質し、これは、ナノ粒子の前駆体粉末による工程
を通じて達成される。以上で説明した本発明が上述した実施例及び添付の図面によって限
定されることはなく、本発明の技術的思想から逸脱しない範囲内で多様な置換、変形及び
変更が可能であることは、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者にとって明白
であろう。
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